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(57)【要約】
【課題】使い易さを向上できるベッドシステムを提供す
る。
【解決手段】実施形態によれば、ベッドシステムは、入
手部及び表示部を含む。入手部は、複数のベッドサイド
端末から得られる複数のベッドサイド端末情報を入手す
る。表示部は、入手部が入手した複数のベッドサイド端
末情報に基づいて、複数のベッドサイド端末にそれぞれ
対応する複数の画像を１つの画面に表示する。複数のベ
ッドサイド端末情報の１つは、複数のベッドの１つの状
態に関するベッド状態情報、及び、複数のベッドの１つ
の使用者の状態に関する使用者状態情報の少なくともい
ずれかを含む状態情報を含む。複数の画像の１つは、状
態情報に対応する状態表示を含む。第１表示部は、状態
情報が異常であるときに、複数の画像の１つに警告表示
を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のベッドサイド端末から得られる複数のベッドサイド端末情報を入手する入手部と
、
　前記入手部が入手した前記複数のベッドサイド端末情報に基づいて、前記複数のベッド
サイド端末にそれぞれ対応する複数の画像を１つの画面に表示する第１表示部と、
　を備え、
　前記複数のベッドサイド端末情報の１つは、複数のベッドの１つの状態に関するベッド
状態情報、及び、前記複数のベッドの前記１つの使用者の状態に関する使用者状態情報の
少なくともいずれかを含む状態情報を含み、
　前記複数の画像の前記１つは、前記状態情報に対応する状態表示を含み、
　前記第１表示部は、前記状態情報が異常であるときに、前記複数の画像の前記１つに警
告表示を行う、ベッドシステム。
【請求項２】
　前記ベッド状態情報は、前記複数のベッドの前記１つの高さ及び角度の少なくともいず
れかに関するベッド可動部情報を含み、
　前記使用者状態情報は、前記使用者のバイタルサイン情報及び前記使用者の使用者行動
情報の少なくともいずれかを含み、
　前記バイタルサイン情報は、前記使用者の、血圧、血液の酸素飽和度、血糖値、心拍数
、脈拍数、呼吸数、体重及び体温の少なくともいずれかに関する情報を含み、
　前記使用者行動情報は、前記使用者に関する、離床、睡眠、覚醒、起上り及び端座位の
少なくともいずれかに関する情報を含む、請求項１記載のベッドシステム。
【請求項３】
　前記複数の画像のそれぞれは、第１部分領域、第２部分領域及び第３部分領域を含み、
前記第２部分領域の少なくとも一部は、前記第１部分領域と前記第３部分領域との間に位
置し、
　前記第１表示部は、前記第１部分領域に、前記状態表示を含むピクトグラムを表示し、
　前記第１表示部は、前記第２部分領域の少なくとも一部に、前記使用者を特定する認識
情報を表示し、
　前記第１表示部は、前記第３部分領域に、前記警告表示を行う、請求項２記載のベッド
システム。
【請求項４】
　前記第１表示部は、前記第２部分領域の少なくとも一部に、前記バイタルサイン情報を
表示する、請求項３記載のベッドシステム。
【請求項５】
　前記第１表示部は、前記第３部分領域に、前記使用者の前記離床、前記使用者の覚醒、
前記使用者の起上り、前記使用者の端座位、前記使用者の心拍数、及び、前記使用者の呼
吸数の少なくともいずれかが異常状態であるときに、前記警告表示を行う、請求項３また
は４に記載のベッドシステム。
【請求項６】
　前記第１表示部は、前記第３部分領域に、前記ベッド状態情報が異常であるときに、前
記警告表示を行う、請求項３～５のいずれか１つに記載のベッドシステム。
【請求項７】
　前記第３部分領域は、前記第１部分領域及び前記第２部分領域の周りに位置した、請求
項３～６のいずれか１つに記載のベッドシステム。
【請求項８】
　前記第１表示部は、前記第３部分領域に、前記使用者の心拍数、及び、前記使用者の呼
吸数の少なくともいずれかが基準を超えて変化したときに、通知表示をさらに行い、
　前記使用者の前記心拍数、及び、前記使用者の前記呼吸数は、前記複数のベッドの前記
１つ、または、前記複数のベッドの前記１つの付属機器から得られる、請求項３～７のい
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ずれか１つに記載のベッドシステム。
【請求項９】
　前記警告表示は、
　　前記通知表示の面積よりも大きい面積、及び、
　　前記通知表示が含むパターンとは異なるパターン、の少なくともいずれかを有した、
請求項８記載のベッドシステム。
【請求項１０】
　前記通知表示の彩度は、前記バイタルサイン情報の表示の彩度よりも高い、請求項８ま
たは９に記載のベッドシステム。
【請求項１１】
　前記通知表示の色相と赤の色相との差の絶対値は、前記バイタルサイン情報の表示の色
相と前記赤の前記色相との差の絶対値よりも小さい、請求項８または９に記載のベッドシ
ステム。
【請求項１２】
　前記警告表示の彩度は、前記バイタルサイン情報の表示の彩度よりも高い、請求項３～
１１のいずれか１つに記載のベッドシステム。
【請求項１３】
　前記警告表示の色相と赤の色相との差の絶対値は、前記バイタルサイン情報の表示の色
相と前記赤の前記色相との差の絶対値よりも小さい、請求項３または４に記載のベッドシ
ステム。
【請求項１４】
　前記認識情報は文字情報を含み、
　前記バイタルサイン情報は、前記認識情報の周りの色の種類により表示された、請求項
３～８のいずれか１つに記載のベッドシステム。
【請求項１５】
　前記色の種類は、正常の第１色、注意の第２色、及び、警告の第３色を含み、
　前記第３色の彩度は、前記第２色の彩度よりも高く、
　前記第２色の前記彩度は、前記第１色の彩度よりも高い、請求項１４記載のベッドシス
テム。
【請求項１６】
　前記複数の色は、正常の第１色、注意の第２色、及び、警告の第３色を含み、
　前記第３色の色相と赤の色相との差の絶対値は、前記第２色の色相と前記赤の前記色相
との差の絶対値よりも小さい、請求項１４記載のベッドシステム。
【請求項１７】
　前記第２色の前記色相と前記赤の前記色相との前記差の前記絶対値は、前記第１色の色
相と前記赤の前記色相との差の絶対値よりも小さい、請求項１６記載のベッドシステム。
【請求項１８】
　前記第２部分領域の面積は、前記第１部分領域の面積よりも広い、請求項３～１７のい
ずれか１つに記載のベッドシステム。
【請求項１９】
　前記警告表示は、赤色を含む、請求項３～１８のいずれか１つに記載のベッドシステム
。
【請求項２０】
　前記警告表示は、点滅を含む、請求項３～１９のいずれか１つに記載のベッドシステム
。
【請求項２１】
　前記複数の画像のそれぞれは、前記第１部分領域、前記第２部分領域及び前記第３部分
領域の周りの外縁部分領域をさらに含む、請求項３～２０のいずれか１つに記載のベッド
システム。
【請求項２２】
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　前記複数の画像の１つが入力を受けたときに、前記第１表示部は、前記複数の画像の前
記１つに対応する情報を表示する、請求項１～２１のいずれか１つに記載のベッドシステ
ム。
【請求項２３】
　前記複数の画像の前記１つに対応する前記情報は、前記１つの画面の一部に表示される
、請求項２２記載のベッドシステム。
【請求項２４】
　前記複数のベッドをさらに備え、
　前記複数のベッドサイド端末は前記複数のベッドとそれぞれ接続された、請求項１～２
３のいずれか１つに記載のベッドシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、ベッドシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者を保持するための患者保持構造に連結されたグラフィカルユーザインターフェース
を有する病院用ベッドがある（特許文献１）。グラフィカルユーザインターフェースは、
患者に関する情報を表示できる。　
　一般に、病院または介護施設などにおいては、複数の患者のケアが行われる。複数の患
者に対応できる、使い易いベッドシステムが望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－８６０１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、使い易さを向上できるベッドシステムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態によれば、ベッドシステムは、入手部及び第１表示部を含む。前記入手部は、
複数のベッドサイド端末から得られる複数のベッドサイド端末情報を入手する。前記第１
表示部は、前記入手部が入手した前記複数のベッドサイド端末情報に基づいて、前記複数
のベッドサイド端末にそれぞれ対応する複数の画像を１つの画面に表示する。前記複数の
ベッドサイド端末情報の１つは、複数のベッドの１つの状態に関するベッド状態情報、及
び、前記複数のベッドの前記１つの使用者の状態に関する使用者状態情報の少なくともい
ずれかを含む状態情報を含む。前記複数の画像の前記１つは、前記状態情報に対応する状
態表示を含む。前記第１表示部は、前記状態情報が異常であるときに、前記複数の画像の
前記１つに警告表示を行う。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の実施形態は、使い易さを向上できるベッドシステムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、実施形態に係るベッドシステムを例示する模式図である。
【図２】図２は、実施形態に係るベッドシステムを例示する模式図である。
【図３】図３（ａ）～図３（ｄ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示
する模式図である。
【図４】図４（ａ）～図４（ｃ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示



(5) JP 2018-186940 A 2018.11.29

10

20

30

40

50

する模式図である。
【図５】図５（ａ）～図５（ｃ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示
する模式図である。
【図６】図６（ａ）及び図６（ｂ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例
示する模式図である。
【図７】図７（ａ）～図７（ｊ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示
する模式図である。
【図８】図８（ａ）～図８（ｌ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示
する模式図である。
【図９】図９（ａ）～図９（ｄ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示
する模式図である。
【図１０】図１０（ａ）～図１０（ｃ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像
を例示する模式図である。
【図１１】図１１は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。
【図１２】図１２は、実施形態に係るベッドシステムの動作を例示するフローチャートで
ある。
【図１３】図１３は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。
【図１４】図１４は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。
【図１５】図１５は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に、本発明の実施形態について図面を参照しつつ説明する。　
　本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同一の符
号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【０００９】
　図１は、実施形態に係るベッドシステムを例示する模式図である。　
　図１に示すように、実施形態に係るベッドシステム１１０は、入手部６１Ｉ及び第１表
示部６１を含む。入手部６１Ｉは、複数のベッドサイド端末情報５５ｉを入手する。複数
のベッドサイド端末情報５５ｉは、複数のベッドサイド端末５５から得られる。
【００１０】
　入手部６１Ｉ及び第１表示部６１は、第１入出力装置６０に含まれる。第１入出力装置
６０は、例えば、ステーション端末である。第１入出力装置６０は、複数のベッド装置５
０と通信可能である。
【００１１】
　複数のベッドサイド端末５５の１つは、複数のベッド装置５０の１つに含まれる。複数
のベッド装置５０の１つは、ベッド５１、及び、ベッドサイド端末５５を含む。ベッドサ
イド端末５５は、ベッド５１と接続される。
【００１２】
　例えば、複数のベッドサイド端末５５は、ベッドサイド端末５５Ａ～５５Ｃなどを含む
。ベッドサイド端末５５Ａ～５５Ｃのそれぞれから、ベッドサイド端末情報５５ｉＡ～５
５ｉＣなどが出力される。複数のベッドサイド端末情報５５ｉ（ベッドサイド端末情報５
５ｉＡ～５５ｉＣなど）は、例えば、サーバ６５などを経由して、入手部６１Ｉに供給さ
れる。複数のベッドサイド端末５５の数は、２以上の任意の整数である。複数のベッドサ
イド端末情報５５ｉの数は、複数のベッドサイド端末５５の数に対応する。
【００１３】
　入手部６１Ｉは、例えば、通信回路である。入手部６１Ｉは、例えば、電気回路を含む
。入手部６１Ｉと、複数のベッドサイド端末５５と、の間の情報（信号）の送受信は、有
線または無線の任意の方法で行われる。
【００１４】
　例えば、複数のベッドサイド端末５５から得られた複数のベッドサイド端末情報５５ｉ
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は、サーバ６５を介して、電子カルテ記憶部６６などに供給されても良い。
【００１５】
　複数のベッドサイド端末５５（ベッドサイド端末５５Ａ～５５Ｃなど）は、複数のベッ
ド５１（ベッド５１Ａ～５１Ｃなど）にそれぞれ対応して設けられる。
【００１６】
　ベッド５１は、例えば、可動部７０を有する。可動部７０は、例えば、背ボトム７０ａ
、膝ボトム７０ｂ、脚ボトム７０ｃ及び高さ変更部７０ｄ（例えばベッド昇降機）などを
含む。可動部７０の動作により、「背上げ」、「膝上げ」、「高さ調整」及び「傾斜」の
少なくともいずれかが可能である。「傾斜」は、ローリング及びチルトの少なくともいず
れかを含む。
【００１７】
　可動部７０は、例えばアクチュエータなどにより動く。可動部７０は、例えば、センサ
（例えば荷重センサ）を含んでも良い。アクチュエータに加わる荷重を検出することで、
ベッド５１の使用者の状態に関する情報が得られても良い。使用者は、例えば、患者また
は被介護者などである。例えば、可動部７０に設けられる荷重センサなどにより、使用者
に関する情報（例えば、起上り、端座位、離床及び「見守り」の少なくともいずれか）が
出力されても良い。「見守り」は、例えば、指定した時間で継続的に離床している状態で
ある。指定した時間で継続的に離床している場合に「見守り」に関する信号（情報）が出
力される。
【００１８】
　複数のベッド５１のそれぞれ（１つ）から、ベッド可動部情報５１ｉが、ベッドサイド
端末５５に供給される。ベッド可動部情報５１ｉは、複数のベッドの１つの、高さ及び角
度の少なくともいずれかに関する情報を含む。ベッド可動部情報５１ｉは、例えば、ベッ
ド５１の高さが最低であるかどうかを含む。ベッド可動部情報５１ｉは、例えば、背ボト
ム７０ａ、膝ボトム７０ｂ及び脚ボトム７０ｃの少なくともいずれかの角度に関する情報
を含む。ベッド可動部情報５１ｉは、ベッド５１の傾斜の角度に関する情報を含んでも良
い。
【００１９】
　この例では、ベッド５１に付属機器５２が設けられている。付属機器５２は、例えば、
シート（または板状）である。付属機器５２は、例えば、ベッド５１のボトムと、マット
と、の間に設けられる。付属機器５２は、例えば、センサ（振動センサ、音センサ及び力
センサの少なくともいずれかなど）含む。振動センサは、例えば、空圧センサ（例えば圧
力センサ）を含む。付属機器５２は、例えば、使用者に関する、睡眠、覚醒、起上り、離
床、見守り、心拍数及び呼吸数の少なくともいずれかを検出可能である。検出結果が、複
数のベッドサイド端末５５の１つに供給される。例えば、付属機器５２に含まれるセンサ
により、使用者の使用者行動状態が検出される。使用者行動状態は、ベッド５１の使用者
に関する、離床、睡眠、覚醒（ベッドに横たわっている）、起上り及び端座位の少なくと
も１つを含む。使用者行動状態に関する情報を含む使用者行動情報５２ｉが、複数のベッ
ドサイド端末５５に供給される。
【００２０】
　使用者行動情報５２ｉの少なくとも一部は、ベッド５１で取得されても良い。既に説明
したように、ベッド５１に設けられるアクチュエータにセンサが設けられる場合、ベッド
５１により、使用者行動状態（離床、睡眠、覚醒、起上り及び端座位の少なくとも１つを
含む状態）が検出されても良い。付属機器５２は、ベッド５１に含まれると見なされても
良い。
【００２１】
　この例では、ベッドサイド端末５５に、測定情報５３ｉがさらに供給される。測定情報
５３ｉは、測定機器５３により得られる。測定機器５３は、例えば、血圧計５３ａ、パル
スオキシメータ５３ｂ、体温計５３ｃ及び血糖値計５３ｄの少なくとも１つを含む。測定
機器５３により、例えば、使用者の、血圧、血液の酸素飽和度（ＳｐＯ２）、血糖値及び
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体温の少なくともいずれかに関する情報（例えばバイタルサイン情報）が得られる。血液
の酸素飽和度は、例えば、経皮的動脈血酸素飽和度である。バイタルサイン情報は、例え
ば、測定機器５３とベッドサイド端末５５との間の通信により、測定機器５３からベッド
サイド端末５５に供給される。この通信は、例えば、近距離無線通信により行われる。バ
イタルサイン情報の少なくとも一部は、看護者等により、ベッドサイド端末５５に、手動
で入力されても良い。
【００２２】
　例えば、ベッドサイド端末５５Ａ（複数のベッドサイド端末５５の１つ）は、ベッド５
１Ａ（複数のベッド５１の１つ）、付属機器５２Ａ（複数の付属機器５２の１つ）、及び
、測定機器５３Ａ（複数の測定機器５３の１つ）と関連づけられる。例えば、ベッドサイ
ド端末５５Ｂは、ベッド５１Ｂ、付属機器５２Ｂ、及び、測定機器５３Ｂと関連づけられ
る。例えば、ベッドサイド端末５５Ｃは、ベッド５１Ｃ、付属機器５２Ｃ、及び、測定機
器５３Ｃと関連づけられる。
【００２３】
　上記の、ベッド可動部情報５１ｉ、使用者行動情報５２ｉ、及び、測定情報５３ｉは、
ベッドサイド端末５５を経由して、ベッドサイド端末情報５５ｉとして、入手部６１Ｉに
供給される。
【００２４】
　この例では、ベッドサイド端末情報５５ｉの少なくとも一部は、第２表示部６２に供給
される。第２表示部６２は、例えば、モバイル端末の表示部である。第２表示部６２は、
例えば、介護者等により使用される。介護者等は、複数のベッドのそれぞれの使用者に、
介護または医療を提供する。例えば、複数の介護者等のそれぞれが、１つの第２表示部６
２を所有する。
【００２５】
　第１表示部６１及び第２表示部６２の少なくともいずれかは、例えば、表示装置（例え
ば、液晶表示装置、またはＥＬ表示装置など）を含む。第１表示部６１の大きさ（例えば
画面の対角線の長さ）は、第２表示部６２の大きさ（例えば、画面の対角線の長さ）より
も大きい。第１表示部６１が設けられる筐体に、入手部６１Ｉが設けられても良い。
【００２６】
　一方、第１表示部６１は、複数の介護者等により共用される。第１表示部６１は、例え
ば、ナースステーションなどに設けられる。第１表示部６１は、例えば、ステーション端
末の表示部である。第１表示部６１は、複数のベッドサイド端末５５とは異なる位置に設
けられる。第１表示部６１は、複数のベッドサイド端末５５から離れた場所（遠隔地）に
設けられる。遠隔地に設けられた第１表示部６１の表示により、介護者等は、複数のベッ
ドサイド端末５５に接続されたベッド５１の状態、または、ベッド５１の使用者の状態を
知ることができる。
【００２７】
　第１表示部６１は、入手部６１Ｉが入手した複数のベッドサイド端末情報５５ｉに基づ
いて、複数の画像６１Ｇを１つの画面６１Ｄに表示する。複数の画像６１Ｇは、複数のベ
ッドサイド端末５５にそれぞれに対応する。
【００２８】
　１つの画面６１Ｄに、複数のベッドサイド端末５５にそれぞれに対応する複数の画像６
１Ｇが並べて表示される。これにより、介護者等は、複数のベッド５１のそれぞれの使用
者の状態を効率的に分かり易く把握できる。使い易さを向上できるベッドシステムを提供
できる。
【００２９】
　例えば、病院または介護施設などにおいて、複数のベッド５１が設けられる。これらの
複数のベッド５１のそれぞれにベッドサイド端末５５が設けられる。１つのベッドサイド
端末５５により、そのベッドサイド端末５５が接続されているベッド５１及びその使用者
の状態に関する情報を介護者等に提供できる。一方、ベッド５１から離れているナースス
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テーションにおいて、複数のベッド５１、及び、複数の使用者の状態の全体を把握するこ
とが望まれる。１つの画面６１Ｄに、複数の画像６１Ｇを表示することで、全体の状況を
把握することができる。これにより、優先度の高い処置を効率的に実施できる。
【００３０】
　例えば、第１表示部６１の１つの画面６１Ｄに、複数のベッドサイド端末５５から得ら
れる複数のベッドサイド端末情報５５ｉが、同時に表示される。１つの画面６１Ｄに複数
の画像６１Ｇが集約して表示される。これにより、例えば、ナースステーションから複数
のベッドサイド端末５５のそれぞれにアクセスして、複数のベッドサイド端末５５のそれ
ぞれから情報を得る場合に比べて、情報の把握がより容易になる。
【００３１】
　実施形態によれば、例えば、複数の介護者等の間の情報の授受（コミュニケーション）
が迅速に行われる。コミュニケーションの遅延が抑制される。介護者等における生産性が
より向上する。使用者のリスクの認識が迅速に実施できる。
【００３２】
　上記のように、複数のベッドサイド端末情報５５１ｉの１つは、状態情報を含む。状態
情報は、複数のベッド５１の１つの状態に関するベッド状態情報、及び、複数のベッド５
１のその１つの使用者の状態に関する使用者状態情報の少なくともいずれかを含む。ベッ
ド状態情報は、例えば、複数のベッド５１のその１つの高さ及び角度の少なくともいずれ
かに関するベッド可動部情報を含む。使用者状態情報は、その使用者のバイタルサイン情
報、及び、その使用者の使用者行動情報の少なくともいずれかを含む。バイタルサイン情
報は、その使用者の、血圧、血液の酸素飽和度、血糖値、心拍数、脈拍数、呼吸数、体重
及び体温の少なくともいずれかに関する情報を含む。使用者行動情報は、その使用者に関
する、離床、睡眠、覚醒、起上り及び端座位の少なくともいずれかに関する情報を含む。
【００３３】
　複数の画像６１Ｇの１つは、上記の状態情報に対応する状態表示（後述するピクトグラ
ムグラムまたは色など）を含む。そして、後述するように、第１表示部６１は、状態情報
が異常であるときに、複数の画像６１Ｇのその１つに警告表示を行う。
【００３４】
　実施形態においては、後述するように、ベッドサイド端末情報５５ｉに含まれる複数の
状態情報（ベッド可動部情報５１ｉ、使用者行動情報５２ｉ及び測定情報５３ｉなど）が
、１つの組み合わせとして表示される。これにより、複数のベッド５１及び複数の使用者
の状態に関する状態情報を、１つの画面６１Ｄに見易く表示できる。情報の組み合わせの
表示を用いることで、リスクを効率的に認識することが容易になる。例えば、複数のベッ
ド５１の状態、及び、複数の使用者の状態から、使用者のリスク（危害の発生または病状
の悪化など）につながる兆候を、迅速に、適切なタイミングで把握することが容易になる
。
【００３５】
　このように、実施形態によれば、複数のベッド５１の状態（機器の状態）、及び、複数
の使用者の状態を、遠隔地で、効率的に把握することが、より容易になる。これにより、
使い易さを向上できる。例えば、医療または介護の質をより向上できる。
【００３６】
　第１表示部６１に表示される画面６１Ｄ及び複数の画像６１Ｇに関するデータは、例え
ば、コンピュータなどの処理装置により生成される。この処理装置は、例えば、入手部６
１Ｉまたは第１表示部６１に設けられても良い。この処理装置は、例えば、サーバ６５等
に設けられても良い。
【００３７】
　以下、第１表示部６１における表示の例について説明する。
【００３８】
　図２は、実施形態に係るベッドシステムを例示する模式図である。　
　図２は、第１表示部６１の画面６１Ｄの例を示している。図２に示すように、１つの画
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面６１Ｄに、複数の画像６１Ｇが並べて表示される。この例では、メッセージ領域６１Ｍ
にメッセージが表示されている。例えば、メッセージは、例えば、通信状態のエラーなど
である。
【００３９】
　複数の画像６１Ｇの１つは、第１部分領域Ｒ１、第２部分領域Ｒ２及び第３部分領域Ｒ
３を含む。この例では、外縁部分領域Ｒ４がさらに設けられている。外縁部分領域Ｒ４は
、第１部分領域Ｒ１、第２部分領域Ｒ２及び第３部分領域Ｒ３の周りに設けられる。１つ
の画面６１Ｄの背景領域Ｒ５のなかに、複数の画像６１Ｇが表示される。外縁部分領域Ｒ
４により、背景領域Ｒ５と画像６１Ｇとの間の境界が明確になる。
【００４０】
　例えば、背景領域Ｒ５は、例えば白色である。外縁部分領域Ｒ４は、例えば淡い色（淡
い青色など）である。
【００４１】
　第２部分領域Ｒ２の少なくとも一部は、第１部分領域Ｒ１と第３部分領域Ｒ３との間に
位置する。例えば、第３部分領域Ｒ３は、第１部分領域Ｒ１及び第２部分領域Ｒ２の周り
に位置する。第３部分領域Ｒ３は、例えば、枠状である。
【００４２】
　複数の画像６１Ｇの１つは、複数のベッドサイド端末５５の１つ（対象のベッドサイド
端末５５）に対応する。すなわち、複数の画像６１Ｇの１つは、複数のベッドサイド端末
情報５５ｉの１つに対応する。対象のベッドサイド端末５５は、１つのベッド５１（対象
のベッド５１）、及び、一人の使用者（対象の使用者）に対応する。従って、複数の画像
６１Ｇの１つは、対象のベッド５１、及び、対象の使用者に対応する。以下、複数の画像
６１Ｇの１つについて説明する。
【００４３】
　第１表示部６１は、例えば、第１部分領域Ｒ１にピクトグラムを表示する。第１表示部
６１は、第２部分領域Ｒ２の少なくとも一部に、使用者を特定する認識情報Ｉ１を表示す
る。第１表示部６１は、第３部分領域Ｒ３に、警告表示３０Ａを行う。以下、これらの例
について説明する。
【００４４】
　第１部分領域Ｒ１には、ピクトグラムが表示される。ピクトグラムは、状態情報（ベッ
ド状態情報及び使用者状態情報の少なくともいずれか）に対応する状態表示を含む。ピク
トグラムは、例えば、ベッド可動部情報５１ｉを含む。既に説明したように、ベッド可動
部情報５１ｉは、複数のベッド５１の１つの高さ及び角度の少なくともいずれかに関する
情報を含む。例えば、ピクトグラムは、対象のベッド５１の高さに対応するパターン（文
字を含む）を含む。例えば、ピクトグラムは、対象のベッド５１の角度に対応するパター
ン（文字を含む）を含む。ピクトグラムグラムは、使用者状態情報（例えば、バイタルサ
イン情報、及び、使用者行動情報）含む。ピクトグラムは、状態情報の少なくとも一部で
ある。
【００４５】
　第２部分領域Ｒ２に、認識情報Ｉ１が表示される。この例では、第２部分領域Ｒ２に、
バイタルサイン情報Ｉ２がさらに表示される。認識情報Ｉ１は、複数のベッド５１の１つ
（対象のベッド５１）の使用者（対象の使用者）を特定する。認識情報Ｉ１は、例えば、
対象の使用者の名前を含む。バイタルサイン情報Ｉ２は、対象の使用者のバイタルサイン
に関する情報を含む。バイタルサイン情報Ｉ２は、対象の使用者の、血圧、血液の酸素飽
和度、血糖値、心拍数、脈拍数、呼吸数、体重及び体温の少なくともいずれかに関する情
報を含む。
【００４６】
　例えば、認識情報Ｉ１は、文字情報（名前の文字など）を含む。バイタルサイン情報Ｉ
２は、色の種類により表示される。すなわち、第２部分領域Ｒ２のなかで、認識情報Ｉ１
を除く領域の色が、対象の使用者のバイタルサインに基づいて変更される。このように、
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バイタルサイン情報Ｉ２は、認識情報Ｉ１の周りの色の種類により表示されても良い。こ
れにより、認識情報Ｉ１の良好な見易さを維持しつつ、対象の使用者の容体（バイタルサ
イン）の認識がより容易になる。バイタルサイン情報Ｉ２の色による表示の例は、後述す
る。
【００４７】
　このように、第１表示部６１は、第２部分領域Ｒ２に、認識情報Ｉ１及びバイタルサイ
ン情報Ｉ２を表示する。バイタルサイン情報Ｉ２は、状態情報の少なくとも一部である。
【００４８】
　一方、第３部分領域Ｒ３には、警告表示３０Ａが表示される。警告表示３０Ａは、特定
の条件の時に行われる。状態情報が異常であるときに、複数の画像６１Ｇの１つの第３部
分領域Ｒ３に警告表示３０Ａが表示される。例えば、第１表示部６１は、対象の使用者の
離床、対象の使用者の覚醒、対象の使用者の起上り、対象の使用者の端座位、対象の使用
者の心拍数、及び、対象の使用者の呼吸数の少なくともいずれかが異常状態であるときに
、警告表示３０Ａを行う。第１表示部６１は、第３部分領域Ｒ３に、ベッド状態情報が異
常であるときに、警告表示３０Ａを行っても良い。上記のように、警告表示３０Ａの対象
項目は、例えば、離床、覚醒、起上り、端座位、心拍数及び呼吸数などである。これらの
対象項目は、例えば、手動ではなく自動的に取得される場合がある。これらの対象項目は
、例えば、人の手を介さないで、連続的に取得される。このため、これらの対象項目にお
いて異常状態であったときに、その異常状態に気がつきにくい場合がある。これらの対象
項目について警告表示３０Ａを行うことで、より適切なサービスを提供できる。
【００４９】
　異常状態かどうかの判断基準（しきい値）は、例えば、対象の使用者の状態（容体など
）に応じて定められても良い。例えば、独りで歩くことが困難な使用者において、ベッド
５１または付属機器５２により離床状態が検出されたときは、使用者がベッド５１から落
下するなどの重大事故の可能性がある。このような場合、迅速な対応が必要とされる。こ
のような場合、離床状態が検出されたら、警告表示３０Ａが行われる。一方、独りで歩く
ことが容易な使用者においては、離床が検出されても、重大な事故が生じる可能性は比較
的低い。このような場合、離床状態が検出されても、警告表示３０Ａが行われなくても良
い。
【００５０】
　異常状態であるかどうかの判断基準は、例えば、対象の使用者の状態と、ベッド５１の
状態と、の組み合わせなどに基づいて定められても良い。独りで歩くことが困難な使用者
において、ベッド５１の高さが高い状態で、離床状態が検出されたときは、高いベッド５
１から使用者が落下している可能性がある。このような場合には、警告表示３０Ａが行わ
れる。
【００５１】
　例えば、心拍数及び呼吸数に関する情報が、付属機器５２（またはベッド５１）などに
より連続的に検出される。これにより、対象の使用者の定常的な心拍数及び呼吸数に関す
る情報が蓄積される。定常的な心拍数及び呼吸数に対して著しく大きな変化が観測された
場合、警告表示３０Ａが行われる。変化の程度が中程度である場合は、以下に説明する通
知表示３０Ｎが行われても良い。
【００５２】
　この例では、第３部分領域Ｒ３に、通知表示３０Ｎが表示される。例えば、第１表示部
６１は、対象の使用者の心拍数、及び、対象の使用者の呼吸数の少なくともいずれかが基
準を超えて変化したときに、通知表示３０Ｎをさらに行っても良い。
【００５３】
　例えば、対象の使用者の心拍数、及び、対象の使用者の呼吸数は、対象のベッド５１（
複数のベッドの１つ）、または、対象のベッド５１（複数のベッドの１つ）の付属機器５
２から得られる。既に説明したように、付属機器５２は、ベッド５１の一部と見なされて
も良い。
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【００５４】
　対象の使用者の心拍数、及び、対象の使用者の呼吸数は、連続的に検出される。連続的
に検出される心拍数または呼吸数が、基準を超えて変化したとき（イベントがあったとき
）、使用者の容体が悪化している場合がある。このような悪化の兆候がある場合に、通知
表示３０Ｎを行うことで、より迅速な適切な対向が可能となる。
【００５５】
　通知表示３０Ｎを行う際の基準は、例えば、対象の使用者の状態に応じて定められる。
通知表示３０Ｎを行うかどうかの基準（しきい値）は、例えば、警告表示３０Ａを行う際
の基準よりも緩い規準が採用される。例えば、看護者等は、警告表示３０Ａが表示されて
いる使用者に、通知表示３０Ｎが表示されている使用者よりも優先して対応する。
【００５６】
　警告表示３０Ａを行うことで、看護者などに、最も優先度の高い使用者（被介護者）を
分かり易く認識させることができる。さらに、通知表示３０Ｎを行うことで、看護者等に
、２番目に優先度が高い使用者（被介護者）を分かり易く認識させることができる。これ
により、例えば、医療または介護の質が向上できる。
【００５７】
　この例では、１つの画面６１Ｄに、ウインドウ領域６１Ｈが設けられる。ウインドウ領
域６１Ｈには、例えば、複数の使用者の一人に関する情報の少なくとも一部が表示される
。この例では、体温、血圧（最高血圧及び最低血圧）、心拍数、脈拍数、呼吸数、ＳｐＯ

２、及び、血糖に関する情報が表示される。例えば、複数の画像６１Ｇの１つをクリック
（タッチ）することで、その画像６１Ｇに対応する対象の使用者に関する情報がウインド
ウ領域６１Ｈに表示される。
【００５８】
　このように、複数の画像６１Ｇの１つが入力を受けたときに、第１表示部６１は、複数
の画像６１Ｇのその１つに対応する情報を表示しても良い。この情報は、たとえば、その
画像６１Ｇに対応する対象の使用者に関する情報の少なくとも一部である。複数の画像６
１Ｇのその１つに対応するその情報は、例えば、１つの画面６１Ｄの一部（例えば、ウイ
ンドウ領域６１Ｈ）に表示されても良い。同じ画面６１Ｄにウインドウ領域６１Ｈが設け
られることで、例えば、介護者等がウインドウ領域６１Ｈに表示された情報を見ていると
きでも、警告表示３０Ａを看護者等に提示できる。警告表示３０Ａなどを見落とすことが
抑制できる。
【００５９】
　実施形態において、ウインドウ領域６１Ｈは、別の画面に設けられても良い。例えば、
複数の画像６１Ｇの１つが入力を受けたときに、１つの画面６１Ｄから、別の画面に移行
しても良い。この場合、別の画面を使えるため、対象の使用者に関する情報を詳しく表示
できる。
【００６０】
　以下、画像６１Ｇのいくつかの例について説明する。
【００６１】
　図３（ａ）～図３（ｄ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示する模
式図である。　
　図３（ａ）に示すように、１つの画像６１Ｇに、第１部分領域Ｒ１、第２部分領域Ｒ２
及び第３部分領域Ｒ３が設けられる。この例では、外縁部分領域Ｒ４がさらに設けられて
いる。外縁部分領域Ｒ４に、対象の使用者の部屋番号Ｉ３（この例では、「２２２１」が
表示されても良い。
【００６２】
　既に説明したように、第１部分領域Ｒ１に、ピクトグラムＰＧが表示される。第２部分
領域Ｒ２に、認識情報Ｉ１及びバイタルサイン情報Ｉ２が表示される。この例では、第２
部分領域Ｒ２の一部に、対象の使用者の、部屋の中での番号Ｉ４（この例では「０１」）
が表示されている。
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【００６３】
　図３（ｂ）は、第１部分領域Ｒ１を例示している。図３（ｃ）は、第２部分領域Ｒ２を
例示している。図３（ｄ）は、第３部分領域Ｒ３を例示している。
【００６４】
　図３（ｂ）に示すように、第１部分領域Ｒ１は、縦方向の長さＬ１と、横方向の長さＷ
１と、を有する。図３（ｃ）に示すように、第２部分領域Ｒ２は、縦方向の長さＬ２と、
横方向の長さＷ２と、を有する。図３（ｄ）に示すように、第３部分領域Ｒ３は、縦方向
の長さＬ３と、横方向の長さＷ３と、を有する。
【００６５】
　実施形態においては、長さＬ３は、長さＬ１よりも長い。長さＬ３は、長さＬ２よりも
、長い。長さＷ３は、長さＷ１よりも長い。長さＷ３は、長さＷ２よりも長い。
【００６６】
　このように、第３部分領域Ｒ３の、縦方向の長さＬ３及び横方向の長さＷ３は、長い。
これにより、第３部分領域Ｒ３の外形は、第１部分領域Ｒ１の外形よりも大きく、第２部
分領域Ｒ２の外形よりも大きい。例えば、第３部分領域Ｒ３に表示される警告表示３０Ａ
または通知表示３０Ｎは、見易くなる。
【００６７】
　必要な警告及び通知を看護者等に分かり易く認識させることができる。
【００６８】
　一方、例えば、第２部分領域Ｒ２の面積は、第１部分領域Ｒ１の面積よりも広い。例え
ば、第２部分領域Ｒ２に表示されるバイタルサイン情報Ｉ２の面積は、第１部分領域Ｒ１
に表示されるピクトグラムＰＧの面積よりも広い。ピクトグラムＰＧにより得られる情報
の優先度よりも、バイタルサイン情報Ｉ２の優先度が高い場合が多い。このような面積の
関係により、看護者等に、優先度が高い情報（バイタルサイン情報Ｉ２）を優先的に認識
させることができる。
【００６９】
　以下、第３部分領域Ｒ３の表示の例について説明する。
【００７０】
　図４（ａ）～図４（ｃ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示する模
式図である。　
　図４（ａ）は、第３部分領域Ｒ３に情報が表示されていない状態を示す。図４（ｂ）は
、第３部分領域Ｒ３に通知表示３０Ｎが表示されている状態を示す。図４（ｃ）は、第３
部分領域Ｒ３に、警告表示３０Ａが表示されている状態を示す。
【００７１】
　図４（ａ）に示すように、第３部分領域Ｒ３に情報が表示されていないときには、第３
部分領域Ｒ３の状態は、第２部分領域Ｒ２の少なくとも一部の状態と同じである。例えば
、第３部分領域Ｒ３の色は、第２部分領域Ｒ２のバイタルサイン情報Ｉ２の色と同じであ
る。
【００７２】
　図４（ｂ）に示す通知表示３０Ｎの認識性は、例えば、第２部分領域Ｒ２のバイタルサ
イン情報Ｉ２の認識性よりも高い。通知表示３０Ｎの色は、例えば、濃い赤である。一方
、バイタルサイン情報Ｉ２は、淡い色（例えば、淡いピンク、淡い黄、淡い緑、または、
淡い青など）で表示される。通知表示３０Ｎを分かり易く認識させることができる。
【００７３】
　図４（ｃ）に示す警告表示３０Ａの注意喚起性（認識性）は、例えば、通知表示３０Ｎ
の注意喚起性（認識性）よりも高い。例えば、警告表示３０Ａは、点滅を含んでも良い。
一方、通知表示３０Ｎは、点滅しない。例えば、警告表示３０Ａは、特殊形状パターン３
０Ａａを含む。この特殊形状パターン３０Ａａは、通知表示３０Ｎには設けられていない
。この例では、特殊形状パターン３０Ａａは、「ベル」の形状を表示している。特殊形状
パターン３０Ａａにより、警告表示３０Ａの面積は、通知表示３０Ｎの面積よりも大きい
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。このように、例えば、警告表示３０Ａは、通知表示３０Ｎの面積よりも大きい面積、及
び、通知表示３０Ｎが含むパターンとは異なるパターン、の少なくともいずれかを有して
いる。これにより、警告表示３０Ａの注意喚起性は、通知表示３０Ｎの注意喚起性よりも
高くなる。
【００７４】
　警告表示３０Ａの色が、通知表示３０Ｎの色と異なっても良い。例えば、警告表示３０
Ａは、濃い赤色を有する。通知表示３０Ｎは、警告表示３０Ａの色よりも淡い赤色を有し
ても良い。例えば、警告表示３０Ａの彩度は、通知表示３０Ｎの彩度よりも高い。
【００７５】
　図４（ｃ）に示すように、警告表示３０Ａの一部である特殊形状パターン３０Ａａが表
示されている領域を第３部分領域Ｒ３の一部と見なす。図４（ａ）及び図４（ｂ）に示す
ように、警告表示３０Ａが表示されていないときは、第３部分領域Ｒ３のこの一部は、第
２部分領域Ｒ２の少なくとも一部の状態と同じである。例えば、第３部分領域Ｒ３のこの
一部の色は、第２部分領域Ｒ２のバイタルサイン情報Ｉ２の色と同じである。
【００７６】
　以下、第２部分領域Ｒ２の表示の例について説明する。
【００７７】
　図５（ａ）～図５（ｃ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示する模
式図である。　
　これらの図は、第２部分領域Ｒ２に表示される複数の情報に対応する。既に説明したよ
うに、第２部分領域Ｒ２には、認識情報Ｉ１（例えば名前などの文字情報）、及び、バイ
タルサイン情報Ｉ２（例えば色情報）が表示される。例えば、バイタルサイン情報Ｉ２の
少なくとも一部は、認識情報Ｉ１と、第３部分領域Ｒ３（警告表示３０Ａ及び通知表示３
０Ｎ）と、の間にある。
【００７８】
　この例では、バイタルサイン情報Ｉ２は、色の種類により表示されている。この例では
、バイタルサイン情報Ｉ２が、３つの色（第１色Ｃ１、第２色Ｃ２及び第３色Ｃ３）によ
り表示される。図５（ａ）～図５（ｃ）は、３つの色に対応する。
【００７９】
　図５（ａ）に例示する第１色Ｃ１は、例えば、「正常」に対応する。図５（ｂ）に例示
する第２色Ｃ２は、「注意」に対応する。図５（ｃ）に例示する第３色Ｃ３は、「警告」
に対応する。
【００８０】
　例えば、第３色Ｃ３の彩度は、第２色Ｃ２の彩度よりも高い。第２色Ｃ２の彩度は、第
１色Ｃ１の彩度よりも高い。第３色Ｃ３は、第２色Ｃ２よりも濃い。第２色Ｃ２は、第１
色Ｃ１よりも濃い。これにより、例えば、第３色Ｃ３の認識性を、他の２つの色よりも高
くできる。これにより、第２色Ｃ２の認識性を第１色Ｃ１よりも高くできる。
【００８１】
　例えば、第３色Ｃ３は、赤色に近い色である。第１色Ｃ１は、赤色から遠い色である。
例えば、第３色Ｃ３の色相と赤の色相との差の絶対値は、第２色Ｃ２の色相とその赤の色
相との差の絶対値よりも小さい。例えば、第２色Ｃ２の色相と、その赤の色相との差の絶
対値は、第１色Ｃ１の色相とその赤の色相との差の絶対値よりも小さい。
【００８２】
　例えば、第３色Ｃ３は、淡い赤色である。第２色Ｃ２は、淡い黄色である。第３色Ｃ３
は、実質的に白色である。
【００８３】
　第３部分領域Ｒ３に表示される警告表示３０Ａ（または通知表示３０Ｎ）が、赤系の色
を有する場合、警告表示３０Ａ（または通知表示３０Ｎ）の色は、第３色Ｃ３の色（例え
ば、淡い赤色）よりも濃い。
【００８４】
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　例えば、通知表示３０Ｎの彩度は、バイタルサイン情報Ｉ２の表示の彩度よりも高い。
通知表示３０Ｎの彩度は、第１色Ｃ１の彩度よりも高く、第２色Ｃ２の彩度よりも高く、
第３色Ｃ３の彩度よりも高い。これにより、通知表示３０Ｎの注意喚起性を高めることが
できる。
【００８５】
　例えば、通知表示３０Ｎの色相と赤の色相との差の絶対値は、バイタルサイン情報Ｉ２
の表示の色相と、その赤の色相との差の絶対値よりも小さい。例えば、通知表示３０Ｎの
色相と赤の色相との差の絶対値は、第１色Ｃ１の色相と、その赤の色相との差の絶対値よ
りも小さい。通知表示３０Ｎの色相と赤の色相との差の絶対値は、第２色Ｃ２の色相と、
その赤の色相との差の絶対値よりも小さい。通知表示３０Ｎの色相と赤の色相との差の絶
対値は、第３色Ｃ３の色相と、その赤の色相との差の絶対値よりも小さい。これにより、
通知表示３０Ｎの注意喚起性を高めることができる。
【００８６】
　例えば、警告表示３０Ａの彩度は、バイタルサイン情報Ｉ２の表示の彩度よりも高い。
例えば、警告表示３０Ａの彩度は、第１色Ｃ１の彩度よりも高く、第２色Ｃ２の彩度より
も高く、第３色Ｃ３の彩度よりも高い。これにより、警告表示３０Ａの注意喚起性を高め
ることができる。
【００８７】
　例えば、警告表示３０Ａの色相と赤の色相との差の絶対値は、バイタルサイン情報Ｉ２
の表示の色相と、その赤の色相と、の差の絶対値よりも小さい。例えば、警告表示３０Ａ
の色相と赤の色相との差の絶対値は、第１色Ｃ１の色相と、その赤の色相との差の絶対値
よりも小さい。警告表示３０Ａの色相と赤の色相との差の絶対値は、第２色Ｃ２の色相と
、その赤の色相との差の絶対値よりも小さい。警告表示３０Ａの色相と赤の色相との差の
絶対値は、第３色Ｃ３の色相と、その赤の色相との差の絶対値よりも小さい。これにより
、警告表示３０Ａの注意喚起性を高めることができる。
【００８８】
　例えば、バイタルサイン情報Ｉ２は、淡い色を有している。バイタルサイン情報Ｉ２は
、認識情報Ｉ１の近くに表示される。バイタルサイン情報Ｉ２が濃い色を有している場合
、認識情報Ｉ１の認識性が悪くなる。バイタルサイン情報Ｉ２が淡い色を有していること
により、認識情報Ｉ１の高い認識性を維持しつつ、所望のバイタルサイン情報Ｉ２を、看
護者等に、分かり易く認識させることができる。
【００８９】
　例えば、警告表示３０Ａまたは通知表示３０Ｎが表示されているときに、認識情報Ｉ１
は見易いことが好ましい。これにより、警告または通知が行われている使用者を、分かり
易く介護者等に認識させることができる。認識情報Ｉ１は、例えば、黒色（濃い色）を有
することが好ましい。これにより、認識情報Ｉ１において、高い認識性が得られる。
【００９０】
　一方、バイタルサイン情報Ｉ２の表示は、色によって表示される。これにより、対象の
使用者の容体を、介護者等に、直感的に分かり易く認識させることができる。この色は、
比較的淡い。これにより、認識情報Ｉ１の認識性の劣化が抑制できる。
【００９１】
　警告表示３０Ａ（または通知表示３０Ｎ）においては、注意喚起性が高いことが望まれ
る。バイタルサイン情報Ｉ２の表示の色が比較的淡いことで、警告表示３０Ａ（または通
知表示３０Ｎ）の注意喚起性を高くすることができる。
【００９２】
　既に説明したように、淡い色を有するバイタルサイン情報Ｉ２の少なくとも一部は、認
識情報Ｉ１と、第３部分領域Ｒ３（警告表示３０Ａ及び通知表示３０Ｎ）と、の間にある
。これにより、警告表示３０Ａまたは通知表示３０Ｎが表示されたときに、認識情報Ｉ１
が見えにくくなることが抑制される。
【００９３】
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　既に説明したように、警告表示３０Ａまたは通知表示３０Ｎが行われる第３部分領域Ｒ
３の外形は、第１部分領域Ｒ１の外形よりも大きく、第２部分領域Ｒ２の外形よりも大き
い。これにより、警告表示３０Ａまたは通知表示３０Ｎにおいて、高い注意喚起性が得ら
れる。そして、バイタルサイン情報Ｉ２の色が淡いことにより、警告表示３０Ａまたは通
知表示３０Ｎが表示されたときにも、認識情報Ｉ１の見易さが維持できる。
【００９４】
　このような第２部分領域Ｒ２及び第３部分領域Ｒ３の組み合わせにより警告表示３０Ａ
または通知表示３０Ｎを、より分かり易く認識させることができる。そして、第２部分領
域Ｒ２のバイタルサイン情報Ｉ２が色により表示されることで、対象の使用者の容体を直
感的に分かり易く認識させることができる。
【００９５】
　実施形態においては、既に説明したように、第１部分領域Ｒ１にピクトグラムＰＧが表
示される。これにより、対象のベッド５１の状態（ベッド可動部情報５１ｉ）、及び、対
象の使用者の状態（使用者行動情報５２ｉ）を含めた全体の状況を、１つの画像６１Ｇに
より、介護者等に、容易に分かり易く認識させることができる。
【００９６】
　警告表示３０Ａまたは通知表示３０Ｎにおいては、バイタルサイン情報Ｉ２と比較して
、リアルタイム性が高い。リアルタイム性が高い、警告表示３０Ａまたは通知表示３０Ｎ
に、強調的な色が用いられる。これにより、警告表示３０Ａまたは通知表示３０Ｎを、迅
速に認識させることができる。
【００９７】
　以下、第１部分領域Ｒ１に表示されるピクトグラムＰＧのいくつかの例について説明す
る。　
　図６（ａ）及び図６（ｂ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示する
模式図である。　
　これらの図は、ピクトグラムＰＧの例を表示している。これらの例では、対象のベッド
５１に関する情報（ベッド可動部情報５１ｉ）が、ベッド可動部表示５１ｉＤにより表示
される。
【００９８】
　図６（ａ）に示すように、この例では、対象のベッド５１の高さが、高さ表示パターン
１１により表示される。この例では、高さ表示パターン１１は、下向きの三角形の形状を
有する。高さ表示パターン１１が表示されているときは、ベッドの高さは、低い状態（例
えば、最低床）である。
【００９９】
　図６（ｂ）に示すように、例えば、高さ表示パターン１１が表示されていない。この状
態は、例えば、ベッドの高さが高い状態（例えば、最低床よりも上の状態）である。
【０１００】
　このように、ベッド可動部表示５１ｉＤとして、表示パターン（高さ表示パターン１１
など）の有無による表示を用いることができる。
【０１０１】
　図７（ａ）～図７（ｊ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示する模
式図である。　
　これらの図は、ピクトグラムＰＧの例を表示している。これらの例では、ピクトグラム
ＰＧのベッド可動部表示５１ｉＤとして、角度表示パターン１２及び角度表示文字１３が
用いられる。
【０１０２】
　図７（ａ）、図７（ｃ）、図７（ｅ）、図７（ｇ）及び図７（ｉ）に示す例では、角度
表示パターン１２は、横方向（水平方向）に延びる。このような角度表示パターン１２に
より、ベッド５１の角度（例えば背ボトム７０ａの角度）が小さい（例えば、角度が０度
で水平状態）ことが表示される。図７（ａ）、図７（ｅ）及び図７（ｉ）は、例えば、対
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象の使用者が、ベッド５１から離れているとき（離床状態のとき）に、用いられる。図７
（ｃ）及び図７（ｇ）は、例えば、対象の使用者が、ベッド５１に横たわっているときに
用いられる。
【０１０３】
　図７（ｂ）、図７（ｄ）、図７（ｆ）、図７（ｈ）及び図７（ｊ）に示す例では、角度
表示パターン１２は、傾斜している。このような角度表示パターン１２により、ベッド５
１の角度が大きい（例えば３０度など）であることが表示される。この例では、傾斜の角
度の概要を示す角度表示文字１３がさらに表示されている。図７（ｂ）、図７（ｆ）及び
図７（ｊ）は、例えば、対象の使用者が、ベッド５１から離れているとき（離床状態のと
き）に用いられる。図７（ｄ）及び図７（ｈ）は、例えば、対象の使用者が、ベッド５１
に横たわっているときに用いられる。角度表示パターン１２及び角度表示文字１３の少な
くともいずれかが表示されても良い。
【０１０４】
　図７（ａ）～図７（ｄ）における角度表示パターン１２の色は、図７（ｅ）～図７（ｈ
）における角度表示パターン１２の色とは異なる。図７（ａ）～図７（ｄ）における角度
表示パターン１２の色は、図７（ｉ）及び図７（ｊ）における角度表示パターン１２の色
とは異なる。図７（ｅ）～図７（ｈ）における角度表示パターン１２の色は、図７（ｉ）
及び図７（ｊ）における角度表示パターン１２の色とは異なる。後述するように、これら
の色は、例えば、対象となる使用者の覚醒、睡眠、または離床などの状態に応じて定めら
れても良い。
【０１０５】
　図８（ａ）～図８（ｌ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示する模
式図である。　
　これらの図は、ピクトグラムＰＧの例を表示している。これらの例では、ピクトグラム
ＰＧとして、高さ表示パターン１１、角度表示パターン１２、角度表示文字１３、及び、
使用者行動表示１４が表示される。使用者行動表示１４は、使用者行動情報５２ｉに対応
する。既に説明したように、使用者行動情報５２ｉは、ベッド５１の使用者に関する、離
床、睡眠、覚醒、起上り及び端座位の少なくとも１つを含む使用者行動状態の情報を含む
。この例では、使用者行動状態は、睡眠、覚醒及び離床の３つに分類されている。使用者
行動表示１４として、３つの表示パターンが用いられている。
【０１０６】
　図８（ａ）、図８（ｄ）、図８（ｇ）及び図８（ｊ）に示す例では、睡眠に対応する使
用者行動表示１４が表示される。図８（ｂ）、図８（ｅ）、図８（ｈ）及び図８（ｋ）に
示す例では、覚醒に対応する使用者行動表示１４が表示される。図８（ｃ）、図８（ｆ）
、図８（ｉ）及び図８（ｌ）に示す例では、離床に対応する使用者行動表示１４が表示さ
れる。
【０１０７】
　これらの図に示すように、１つのピクトグラムＰＧは、高さ表示パターン１１、角度表
示パターン１２、角度表示文字１３、及び、使用者行動表示１４を含む１つの組みを含む
。
【０１０８】
　睡眠に対応する使用者行動表示１４の色（第４色Ｃ４）は、覚醒に対応する使用者行動
表示１４の色（第５色Ｃ５）と、異なっても良い。第４色は、離床に対応する使用者行動
表示１４の色（第６色Ｃ６）と、異なっても良い。第５色Ｃ６は、第６色Ｃ６と異なって
も良い。
【０１０９】
　例えば、ベッド５１上にいる使用者が覚醒状態であるときには、ベッド５１上にいる使
用者が睡眠状態であるときよりも、事故などが発生する可能性が高い場合がある。このた
め、ベッド５１上にいる使用者が睡眠状態であるときの色（第４色Ｃ４）の注意喚起力よ
も、ベッド５１上にいる使用者が覚醒状態であるときの色（第５色Ｃ５）の注意喚起力が
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高いことが好ましい。
【０１１０】
　例えば、第５色Ｃ５の彩度は、第４色Ｃ４の彩度よりも高い。例えば、第５色Ｃ５の色
相と赤の色相との差の絶対値は、第４色Ｃ４の色相と、その赤の色相と、の差の絶対値よ
りも小さい。例えば、第４色Ｃ４は、淡い青である。第５色Ｃ５は、淡い黄である。
【０１１１】
　一方、使用者が離床状態である場合には、ベッド５１（または付属機器５２）から得ら
れる情報からその使用者の他の状態を知ることができない。このため、使用者が離床状態
であるときの色（第６色Ｃ６）は、目立たない色でよい。例えば、第６色Ｃ６の彩度は、
第４色Ｃ４の彩度よりも低い。例えば、第６色Ｃ６は、灰色である。
【０１１２】
　図９（ａ）～図９（ｄ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示する模
式図である。　
　これらの図は、ピクトグラムＰＧが、ベッド可動部表示５１ｉＤ（対象のベッド５１に
関する情報）を表示し、使用者行動表示１４（例えば、睡眠、覚醒または離床など）を表
示しない場合に対応する。ピクトグラムＰＧのベッド可動部表示５１ｉＤとして、高さ表
示パターン１１、角度表示パターン１２及び角度表示文字１３が表示される。
【０１１３】
　図１０（ａ）～図１０（ｃ）は、実施形態に係るベッドシステムにおける画像を例示す
る模式図である。　
　これらの図は、ピクトグラムＰＧが、ベッド可動部表示５１ｉＤを表示せず、使用者行
動表示１４（例えば、睡眠、覚醒または離床など）を表示する場合に対応する。
【０１１４】
　このように、ピクトグラムＰＧにおいて、種々の変形が可能である。
【０１１５】
　例えば、実施形態においては、例えば、ベッド５１の状態、ベッド５１の使用者の行動
状態、及び、使用者の容体などの情報が、ベッド５１から離れた場所（遠隔地）で提示さ
れる。ベッド５１の状態は、ベッド５１の動作状態、設定状態及びエラー状態などを含む
。ベッド５１の状態は、ベッドサイド機器の状態（動作状態、設定状態及びエラー状態な
ど）を含んでも良い。使用者の行動状態は、例えば、離床、睡眠、覚醒（ベッドに横たわ
っている）、起上り及び端座位の少なくとも１つを含む。使用者の容体は、例えば、普通
、悪い、または、危険などを含む。使用者の容体は、例えば、心拍数、呼吸数、血圧、血
液の酸素飽和度、血糖値、及び、体温の少なくともいずれかを含む。ベッド５１の状態、
ベッド５１の使用者の行動状態、及び、使用者の容体などに基づいて、例えば、医師また
は看護者等において、処置、指示、または、リスクの確認などが行われる。複数のベッド
５１に関して、ベッド５１の状態、使用者の行動状態、及び、使用者の容体などが、遠隔
地で、１つの画面に提示されることにより、看護師等による情報の認識が迅速に効率的に
行うことができる。
【０１１６】
　実施形態においては、リアルタイム性が高い情報（警告表示３０Ａまたは通知表示３０
Ｎ）は、例えば、大きなサイズ（縦方向の長さ及び横方向の長さ）で、強調的な色により
表示が行われる。一方、優先度が高い情報（例えば、バイタルサイン情報Ｉ２など）につ
いては、広い面積で、淡い色などにより表示される。さらに、ベッド５１の状態及び使用
者の状態に関する情報（例えばベッド可動部情報５１ｉ及び使用者行動情報５２ｉ）が、
組み合わされてピクトグラムＰＧにより表示される。
【０１１７】
　これにより、複数のベッド５１に関して、１つの画面６１Ｄに複数の情報を表示する際
に、複数の情報の認識のし易さ（注意喚起性を含む）が良好に維持される。
【０１１８】
　複数のベッド５１のそれぞれにベッドサイド端末５５が設けられる。これにより、複数
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のベッド５１のそれぞれ、及び、複数の使用者のそれぞれに関する情報を、１つのベッド
５１ごとに集約することができる。複数のベッドサイド端末５５で得られた情報が、例え
ば、サーバを介して、入手部６１Ｉに供給される。
【０１１９】
　実施形態によれば、例えば、看護者等において、情報の収集時間が短縮できる。早期に
リスクが把握できる。医療または介護の質をより向上できる。
【０１２０】
　実施形態にかかるベッドシステム１１０は、複数のベッド５１をさらに含んでも良い。
複数のベッドサイド端末５５は、複数のベッド５１とそれぞれ接続される。ベッドシステ
ム１１０は、付属機器５２をさらに含んでも良い。ベッドシステム１１０は、第２表示部
６２をさらに含んでも良い。ベッドシステム１１０は、サーバ６５をさらに含んでも良い
。ベッドシステム１１０は、電子カルテ記憶部６６をさらに含んでも良い。
【０１２１】
　既に説明したように、複数のベッド装置５０の１つ（それぞれ）は、ベッド５１、及び
、ベッドサイド端末５５を含む。ベッドサイド端末５５は、ベッド５１と接続される。例
えば、ベッドサイド端末５５は、ベッド５１とは別体として設けられても良い。例えば、
ベッドサイド端末５５は、ベッド５１（またはベッド５１に含まれる部品（サイドレール
またはフレームなど））とは、別に設けられても良い。ベッドサイド端末５５がベッド５
１とは別体であることで、例えば、ベッドサイド端末５５とベッド５１との組み合わせが
変更可能である。これにより、種々の状況に対応し易くなる。使い易さがより向上できる
。
【０１２２】
　以下、第１入出力装置６０の例について、説明する。　
　図１１は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。　
　図１１は、第１入出力装置６０のブロック図である。図１１に示すように、第１入出力
装置６０は、例えば、通信部６０ａ、操作部６０ｂ（入力受付部）、表示部６０ｃ（例え
ば第１表示部６１）、近距離通信部６０ｄ、報知部６０ｅ、記憶部６０ｆ及び制御部６０
ｇ（処理部）を含む。
【０１２３】
　通信部６０ａは、例えば、通信インタフェース回路を含む。通信部６０ａは、例えば、
有線または無線の任意の方法により、他の装置（例えば、複数のベッド装置５０）と通信
する。例えば、通信は、サーバ６５を介して行われても良い。
【０１２４】
　操作部６０ｂは、例えば、キーボード、ポインティングデバイス（マウス、タブレット
等）、ボタンまたはタッチパネルを含む。操作部６０ｂは、入力を受け付ける。
【０１２５】
　表示部６０ｃは、表示装置を含む。表示部６０ｃは、例えば、情報を表示する。表示部
６０ｃは、例えば、通知表示３０Ｎ及び警告表示３０Ａの少なくともいずれかを表示して
も良い。表示部６０ｃと、操作部６０ｂと、表示部６０ｃとは、一体化されても良い。
【０１２６】
　近距離通信部６０ｄは、例えば、各種の機器と通信する。例えば、介護者等が持つ認識
タグなどと、近距離通信部６０ｄと、の間で通信が行われる。これにより、介護者等の認
識などが行われる。近距離通信部６０ｄにおける通信は、例えば無線方式に基づく。
【０１２７】
　報知部６０ｅは、例えば、音報知部６０ｅａ（例えばスピーカなど）及び、光報知部６
０ｅｂ（例えば、発光素子など）の少なくともいずれかを含む。例えば、報知部６０ｅに
おいて、報知が行われる。
【０１２８】
　記憶部６０ｆは、例えば、磁気ハードディスク装置または半導体記憶装置などを含む。
記憶部６０ｆは、例えば、複数のベッドサイド端末情報５５ｉなどを記憶する。記憶部６
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０ｆは、例えば、制御部６０ｇで行われる処理のプログラムなどを記憶する。
【０１２９】
　制御部６０ｇは、例えば、電子回路（例えば、ＣＰＵ：central processing unitなど
）を含む。制御部６０ｇは、例えば、プログラムに基づいた処理を行う。例えば、制御部
６０ｇは、例えば、測定値と設定値との比較などを行う。制御部６０ｇは、比較の結果に
応じて、表示部６０ｃ及び報知部６０ｅの少なくともいずれかに報知を実施させる。
【０１３０】
　図１２は、実施形態に係るベッドシステムの動作を例示するフローチャートである。　
　図１２は、実施形態に係る制御部（例えば制御部６０ｇ）の動作を例示する。例えば、
制御部６０ｇは、ベッドサイド端末情報５５ｉを入手する（ステップＳ１１０）。ベッド
サイド端末情報５５ｉは、複数のベッド装置５０における複数の項目についての測定値を
含む。制御部６０ｇは、測定値が、設定範囲（第１設定値で定められる範囲、または、第
１設定値で定められる範囲など）を超えたかどうかを判定する。測定値が、設定範囲を超
えたとき、制御部６０ｇは、他の装置（表示部６０ｃ及び報知部６０ｅなど）に、報知を
行わせる（ステップＳ１３０）。この後、ステップＳ１１０に戻る。一方、測定値が、設
定範囲を超えないときに、ステップＳ１１０に戻る。このような処理により、適切な報知
が行われる。
【０１３１】
　以下、ベッドサイド端末５５、第２表示部６２及びサーバ６５の例について説明する。
　図１３は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。　
　図１３は、ベッドサイド端末５５のブロック図である。図１３に示すように、ベッドサ
イド端末５５は、例えば、通信部５０ａ、操作部５０ｂ（入力受付部）、表示部５０ｃ、
近距離通信部５０ｄ、報知部５０ｅ、記憶部５０ｆ及び制御部５０ｇ（処理部）を含む。
報知部５０ｅは、例えば、音報知部５０ｅａ（例えばスピーカなど）及び、光報知部５０
ｅｂ（例えば、発光素子など）の少なくともいずれかを含む。
【０１３２】
　図１４は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。　
　図１４は、第２表示部６２を含む移動端末のブロック図である。図１４に示すように、
移動端末は、例えば、通信部６２ａ、操作部６２ｂ（入力受付部）、表示部６２ｃ、近距
離通信部６２ｄ、報知部６２ｅ、記憶部６２ｆ及び制御部６２ｇ（処理部）を含む。報知
部６２ｅは、例えば、音報知部６２ｅａ（例えばスピーカなど）及び、光報知部６２ｅｂ
（例えば、発光素子など）の少なくともいずれかを含む。
【０１３３】
　通信部５０ａ及び通信部６２ａには、通信部６０ａに関して説明した構成が適用できる
。操作部５０ｂ及び操作部６２ｂには、操作部６０ｂに関して説明した構成が適用できる
。表示部５０ｃ及び表示部６２ｃには、表示部６０ｃに関して説明した構成が適用できる
。近距離通信部５０ｄ及び近距離通信部６２ｄには、近距離通信部６０ｄに関して説明し
た構成が適用できる。報知部５０ｅ及び報知部６２ｅには、報知部６０ｅに関して説明し
た構成が適用できる。記憶部５０ｆ及び記憶部６２ｆには、記憶部６０ｆに関して説明し
た構成が適用できる。制御部５０ｇ及び制御部６２ｇには、制御部６０ｇに関して説明し
た構成が適用できる。制御部５０ｇ及び制御部６２ｇにおいて、制御部６０ｇに関して説
明した動作（図１２参照）が実施されても良い。
【０１３４】
　報知は、例えば、第２表示部６２を含む移動端末で実施されても良い。報知は、例えば
、複数のベッドサイド端末５５の少なくとも１つで実施されても良い。報知が複数のベッ
ドサイド端末５５の１つで行われる場合、このベッドサイド端末５５に関する報知が行わ
れる。
【０１３５】
　図１５は、実施形態に係るベッドシステムの一部を例示する模式図である。　
　図１５は、サーバ６５のブロック図である。図１５に示すように、サーバ６５は、例え
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ば、通信部６５ａ、記憶部６５ｆ及び制御部６５ｇ（処理部）を含む。制御部６５ｇは、
例えば、情報取得部６５ｇａ、情報提供部６５ｇｂ及び電子カルテ制御部６５ｇｃなどを
含んでも良い。
【０１３６】
　通信部６５ａには、通信部６０ａに関して説明した構成が適用できる。記憶部６５ｆに
は、記憶部６０ｆに関して説明した構成が適用できる。制御部６５ｇには、制御部６０ｇ
に関して説明した構成が適用できる。制御部６５ｇにおいて、例えば、他の装置からの情
報取得、他の装置への情報提供、及び、電子カルテ記憶部６６の制御の少なくともいずれ
かが実施される。
【０１３７】
　実施形態によれば、使い易さを向上できるベッドシステムが提供できる。
【０１３８】
　以上、具体例を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明は
、これらの具体例に限定されるものではない。例えば、ベッドシステムに含まれる入手部
及び第１表示部などの各要素の具体的な構成に関しては、当業者が公知の範囲から適宜選
択することにより本発明を同様に実施し、同様の効果を得ることができる限り、本発明の
範囲に包含される。
【０１３９】
　各具体例のいずれか２つ以上の要素を技術的に可能な範囲で組み合わせたものも、本発
明の要旨を包含する限り本発明の範囲に含まれる。
【０１４０】
　その他、本発明の実施形態として上述したベッドシステムを基にして、当業者が適宜設
計変更して実施し得る全てのベッドシステムも、本発明の要旨を包含する限り、本発明の
範囲に属する。
【０１４１】
　その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想
到し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了
解される。
【符号の説明】
【０１４２】
　１１…高さ表示パターン、　１２…角度表示パターン、　１３…角度表示文字、　１４
…使用者行動表示、　３０Ａ…警告表示、　３０Ａａ…特殊形状パターン、　３０Ｎ…通
知表示、　５０…ベッド装置、　５０ａ…通信部、　５０ｂ…操作部、　５０ｃ…表示部
、　５０ｄ…近距離通信部、　５０ｅ…報知部、　５０ｅａ…音報知部、　５０ｅｂ…光
報知部、　５０ｆ…記憶部、　５０ｇ…制御部、　５１、５１Ａ～５１Ｃ…ベッド、　５
１ｉ…ベッド可動部情報、　５１ｉＤ…ベッド可動部表示、　５２、５２Ａ～５２Ｃ…付
属機器、　５２ｉ…使用者行動情報、　５３、５３Ａ～５３Ｃ…測定機器、　５３ａ…血
圧計、　５３ｂ…パルスオキシメータ、　５３ｃ…体温計、　５３ｄ…血糖値計、　５３
ｉ…測定情報、　５５、５５Ａ～５５Ｃ…ベッドサイド端末、　５５ｉ、５５ｉＡ～５５
ｉＣ…ベッドサイド端末情報、　６０…入出力装置、　６０ａ…通信部、　６０ｂ…操作
部、　６０ｃ…表示部、　６０ｄ…近距離、通信部、　６０ｅ…報知部、　６０ｅａ…音
報知部、　６０ｅｂ…光報知部、　６０ｆ…記憶部、　６０ｇ…制御部、　６１…第１表
示部、　６１Ｄ…画面、　６１Ｇ…画像、　６１Ｈ…ウインドウ領域、　６１Ｉ…入手部
、　６１Ｍ…メッセージ領域、　６２…第２表示部、　６２ａ…通信部、　６２ｂ…操作
部、　６２ｃ…表示部、　６２ｄ…近距離通信部、　６２ｅ…報知部、　６２ｅａ…音報
知部、　６２ｅｂ…光報知部、　６２ｆ…記憶部、　６２ｇ…制御部、　６５…サーバ、
　６５ａ…通信部、　６５ｆ…記憶部、　６５ｇ…制御部、　６５ｇａ…情報取得部、　
６５ｇｂ…情報提供部、　６５ｇｃ…電子カルテ制御部、　６６…電子カルテ記憶部、　
７０…可動部、　７０ａ…背ボトム、　７０ｂ…膝ボトム、　７０ｃ…脚ボトム、　７０
ｄ…高さ変更部、　１１０…ベッドシステム、　Ｃ１～Ｃ６…第１～第６色、　Ｉ１…認
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識情報、　Ｉ２…バイタルサイン情報、　Ｉ３…部屋番号、　Ｉ４…番号、　Ｌ１～Ｌ３
…長さ、　ＰＧ…ピクトグラム、　Ｒ１～Ｒ３…第１～第３部分領域、　Ｒ４…外縁部分
領域、　Ｒ５…背景領域、　Ｗ１～Ｗ３…長さ

【図１】 【図２】
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【図１４】 【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月1日(2018.8.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のベッドサイド端末からそれぞれ取得した複数の情報に基づいて、前記複数のベッ
ドサイド端末それぞれに対応する複数の画像を１つの画面に表示する第１表示部を備え、
　前記複数の情報の１つは、複数のベッドの１つの使用者の状態に関する使用者状態情報
を含む状態情報を含み、
　前記使用者状態情報は、前記使用者に関する睡眠、覚醒及び離床の少なくともいずれか
に関する情報を含み、
　前記複数の画像の前記１つは、前記状態情報に対応する状態表示を含み、
　前記第１表示部は、前記状態情報が異常であるときに、前記複数の画像の前記１つに警
告表示を行う、ベッドシステム。
【請求項２】
　前記複数の情報の１つは、前記複数のベッドの前記１つの状態に関するベッド状態情報
をさらに含み、
　前記ベッド状態情報は、前記複数のベッドの前記１つの高さ及び角度の少なくともいず
れかに関するベッド可動部情報を含み、
　前記使用者状態情報は、前記使用者のバイタルサイン情報をさらに含み、
　前記バイタルサイン情報は、前記使用者の、血圧、血液の酸素飽和度、血糖値、心拍数
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、脈拍数、呼吸数、体重及び体温の少なくともいずれかに関する情報を含み、
　前記複数の画像のそれぞれは、第１部分領域、第２部分領域及び第３部分領域を含み、
前記第２部分領域の少なくとも一部は、前記第１部分領域と前記第３部分領域との間に位
置し、
　前記第１表示部は、前記第１部分領域に、前記状態表示を含むピクトグラムを表示し、
　前記第１表示部は、前記第２部分領域の少なくとも一部に、前記使用者を特定する認識
情報を表示し、
　前記第１表示部は、前記第３部分領域に、前記警告表示を行う、請求項１記載のベッド
システム。
【請求項３】
　前記第１表示部は、前記第３部分領域に、前記使用者の前記睡眠、前記使用者の前記覚
醒、及び、前記使用者の前記離床の少なくともいずれかが異常状態であるときに、前記警
告表示を行い、
　前記第１表示部は、前記第３部分領域に、前記ベッド状態情報が異常であるときに、前
記警告表示を行う、請求項２記載のベッドシステム。
【請求項４】
　前記警告表示は、
　　前記通知表示の面積よりも大きい面積、及び、
　　前記通知表示が含むパターンとは異なるパターン、の少なくともいずれかを有し、
　前記警告表示の彩度は、前記バイタルサイン情報の表示の彩度よりも高い、請求項２ま
たは３に記載のベッドシステム。
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